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岡山家庭裁判所委員会議事概要 

第１ 日時 

      平成２９年１０月１８日（水）午後２時３０分 

第２ 場所 

   岡山家庭裁判所特別会議室 

第３ 出席委員 

 １ 委員（五十音順） 

      岡﨑紀子委員，上村茂仁委員，志田原信三委員，清板芳子委員，髙﨑和美委員，髙橋典

久委員，田仲信介委員，野口正行委員，平松敏男委員，前川真一郎委員，山本忠司委員 

 ２ オブザーバー 

   高田禎子事務局長，前田直之首席家裁調査官，奥田裕首席書記官，高瀬雄二事務局次

長，酒井仁美主任家裁調査官 

３ 事務担当者 

南森弘三総務課長，林隆也総務課課長補佐 

第４ 議事の要旨 

１ 開会 

 ２ 所長挨拶 

３ 新任委員等挨拶 

４ 報告 

総務課長より，前回の意見交換のテーマ（成年後見制度の利用促進について）に関す

る報告として，１０月２６日に岡山弁護士会と共催で成年後見制度の概要及び利用促進

の取組について説明等を行う予定であること，成年後見制度の利用促進に関し，７月１

１日及び１０月３日に岡山県及び専門職団体との意見交換，８月２４日に岡山県が県内

の市町村を対象に開催した説明会，９月１９日に岡山市や倉敷市，専門職団体との意見

交換などに参加しているところであり，家庭裁判所として今後も成年後見制度利用促進

基本計画の趣旨が実現されるような取組に参加する意向であることを説明した。 
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５ 意見交換等 

「家庭裁判所調査官の仕事や他の機関との連携について」をテーマに，別紙のとおりの

意見交換が行われた。 

 ６ 次回の期日の決定，意見交換事項（テーマ）の決定  

 次回の開催日時 

平成３０年３月９日（金）午後２時３０分 

 意見交換事項（テーマ） 

  家庭裁判所の庁舎設備について 

７ 閉会 
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（別紙） 

岡山家庭裁判所委員会議事概要 

 

◎委員長，○委員（委員長を除く。（ ）は，家庭裁判所委員会規則４条の何号の

委員であるかを示す。），△事務担当者，□オブザーバー） 

 

◎ 

 今，話がありましたように，調査官は非常に多岐な仕事をしておりまして，家裁

にとってはなくてはならない存在であります。そういった家裁調査官について，良

い人材を確保していくということは，家裁にとっても非常に重要なテーマになって

おります。家裁調査官の良い人材を確保していくためにはどうしたらいいかという

点，それに限らず，家裁調査官は皆様方からどう見えているのかという点について

も御意見をいただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

○Ａ（１） 

 少年事件について，裁判所が判断した後，その子が立ち直るためにはフォローが

すごく大事なんだと思うんですけど，家裁調査官はどの辺りまで関わるのかお伺い

したいんです。 

 

□ 

 御質問ありがとうございます。 

 今の御質問につきまして，基本的には，少年の処遇が決定するまでが調査官，家

庭裁判所としての関わりになります。少年の処遇には，保護処分という形で，保護

観察であったり，少年院送致であったり，あるいはそういった処分に付さずに，不

処分という形であったり，何らかのその非行に対する処分の決定までが，家庭裁判
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所として関わるところとなっております。ですので，基本的には，そこまでの処分

の決定のための調査で関わるということにはなるのですけれども，ただ，やはり，

その決定した処分を受けてその子がどういうふうに変わったのかというところは，

調査官が，もちろん裁判官もですけれども，家庭裁判所としては気になっていると

ころですし，その効果がどうだったのかということを確認をすることは必要なこと

だというふうに考えておりますので，必要に応じて，裁判官と調査官がそれぞれあ

るいは一緒に，処遇を受けている少年院ですとか，あとは児童自立支援施設さんに

お邪魔をして，少年と面接をさせていただいたり，あとは，先生方とお話を伺った

りということをしております。その中で，その処遇の効果がどれだけ上がっている

のかというところを確認をしたりしております。もしもその先生方から，こういっ

たことをちょっとアドバイスしてほしいというような要望がありましたら，その少

年との面接の中で，少し励ましたり，アドバイスをしたり，場合によっては，叱っ

てほしいと言われたときには叱ったりというような働きかけを，施設の職員の方の

要望の範囲でさせていただくということがございます。 

 

○Ａ（１） 

 結局，少年審判の場合は，その審判に至るまでの過程，それから，その後のフォ

ローというか，その過程を一番よく把握して，そして一番よく働きかける，それが

できる仕事というのは，家庭裁判所調査官しかないように聞こえますし，実際にそ

の子供の心理に関する情報がなければ，正しい審判も出せないでしょうから，そう

考えれば，胸を張って，一番大事な仕事なんだと言って，私たちがいなければ何も

回らないんだと言ってもいいんじゃないかというふうに思うんですが，言い切って

よろしいですね。 

 

□ 

 そう評価していただければ，ありがたいと思っております。 
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 役割分担をして少年を支えていると思っておりまして，基本的には，調査官も一

番大事な役割は，少年本人にとって一番効果的な処遇は何かということを見極める

ことだと思っております。その後は処遇機関にお任せすることになるのですが，引

き続き関心を持ちながら，協力しながら，少年を支えていくということはさせてい

ただけれたらと思っています。 

 

○Ａ（１） 

 そんなこと，この人数ではできないですよね。 

 

○Ｂ（１） 

 私もさっきＡ委員が言われたことが非常に気になっています。例えば，病院で言

うと，要するに，今日すぐに治療して，治ったから後よろしくといって，ぽんと放

り出してたらいいのかといえば全然そういうことはなくて，その後のフォローがか

なり大変ですね。少年の中には，やっぱりその後のフォローに力が必要な人がいる

のかなという感じがしまして，そのアフターフォローについて，今の連携の体制で，

どのくらい十分なんだろうかとか，人によってフォローが難しい場合に，家裁調査

官のフォローアップがあった方がいいんじゃないかと思うこともあるんですが，実

際に仕事をされる中でどのように思われてるんでしょうか。 

 

□ 

 フォローアップは大切なことだと思うんですが，先ほど御説明したとおり，フォ

ローアップ自体は極めて例外的な役割になっているというふうに考えております。

先ほど御説明したのは同行視察なんですけれども，これは保護処分になった者に対

しては，家庭裁判所はその成り行きを見守るということになっていまして，多くの

事件は保護処分に付さないで，審判を介してであるとか不処分であるとか，保護処

分にする必要はないという判断がされた後のことなんですけども，その後のフォロ
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ーアップにつきましては，端的に言ってしまえば，再非行が発生して初めてその状

況が分かるということになります。そういう意味で，必ずしも十分なフォローアッ

プができているとは言えないんじゃないかと思っておりますけど，これはそれぞれ

の機関の性質といいますか，そういうところから来る限界ではないかなと思ってお

ります。 

 

○Ｂ（１） 

 家裁で全てをやれという話ではなくて，制度的に溝みたいなものがあるんだとし

たら，すぐにどうとはならないにしても，今ここが必要じゃないかというあたりに

コンセンサスを入れていくとか，そういうことが必要なのかなと思いましたので，

その点について，どのような認識を持ってらっしゃるのかということを聞きたかっ

たんですが。 

 

○Ｃ（２） 

 今の点ですけれども，裁判所としてはフォローしていないとはっきり言われたほ

うが良いと思うんです。私の経験だと，非行少年については裁判所がフォローをし

てくれたということはないと思うんですね。鑑別所とか少年院とか，そういうとこ

ではあるかもしれませんけれども，裁判所は無理なんだろうと思うんです。そうい

う認識のもとに動かないと，間違った認識になるかなという気はしたんですけどね。 

 

○Ｄ（２） 

 実は私も同じ感覚なんですけど，先ほどの少年院で処遇ケース検討会に参加され

るという話は知らなかったので，どういうケースのときに，何をきっかけに，どう

いう立場で行かれることがあるのか，年に何回ぐらいあるのかなどを，ちょっと数

値的に知りたいなというふうに思うんですが，どうでしょうか。 
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□ 

 この処遇検討会は，少年院のほうが決めて連絡してきますので，どの少年につい

ても必ずあるとか，複数回あるとか，１回限りであるとか，それは本当に千差万別

であるかなと思っています。何回もあるわけではなく，一度あるかないだと思いま

す。集まるのはそのケースの関係機関で，少年の社会復帰に向けてどのように働き

かけていけばいいのかという点について話し合っています。 

 

○Ｄ（２） 

 ということは，このケース検討会が行われるようなケースというのは，結構重大

な事件で，その後，その少年院等で，結構長期に処遇したけれども，いよいよ出院

するにあたって，大きな困難があるようなケースに限られているということでしょ

うかね。 

 

□ 

 そういうケースが多いですね。難しい事件や社会の注目を集めたような事件とか

ですね。 

 

○Ｅ（１）  

 先ほど，処遇が決まるまでというお話でしたが，調査官が調査を受命して少年の

処遇が決まるまでの期間は事件によって様々だと思うんですが，調査官として少年

自身と接点を持つ期間ですが，それは長い場合にはどれくらい，短い場合にはどれ

くらい，どれぐらいの長さを越えてはならないという決まりがあるとか，それはど

のようになっていますか。 

 

□ 

 そうですね。長く関わるのは試験観察をする場合になるかと思います。期間の定



8 

めが厳格にあるものではないのですが，ただ，家庭裁判所が少年に関わっている期

間というのは，ある意味処遇が決まっていない期間ということなので，少年を宙ぶ

らりんな状況に置いてしまうということにもなるので，その期間はあまり長くなら

ないほうがいいというふうに考えています。ですので，試験観察をした場合であっ

ても，先ほども御説明の中で三，四か月というふうに申し上げましたけれども，大

体，そのくらいの期間で処遇についての見極めをして，裁判官に意見を上げるとい

うことを考えております。 

短いケースでは，例えば初めて裁判所に来て，万引きですとか自転車を盗んでし

まったというようなケースで，あまり計画的に面接をしなくても，大体基本的な働

きかけや処分の見極めができる場合には，大体１か月程度で意見を出すようにして

おります。 

 

○Ｅ（１） 

 その三，四か月に至るようなケースというのは，比較的調査しなくてはならない

ことがたくさんあって，かつ複雑であるということですよね。 

 

□ 

 そうですね，試験観察をするケースというのは，やはりどのような働きかけをし

たら少年が変わるのかということについて，継続的に面接をした上で判断をしたほ

うが良いケースということになりますので，問題が単純ではなくて，複雑な要因が

絡まっている事件ということになってくると思います。 

 

○Ｅ（１） 

 逆に三，四か月付き合うことができるというふうに考えていいですよね。 

 

□ 
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 はい。試験観察の期間は関わることができる期間ということになります。 

 

○Ｅ（１） 

 そうであれば，その間に，例えば課題を与えたことが守れるかとか，約束したこ

とが守れる子になったかとかいうことだけではなくて，調査官という人の心理をし

っかりと専門的に学んだ，いわばカウンセラーのような存在が，それまでいろいろ

な傷つきや背景があって事件を起こしている少年と三，四か月をともにできるので

あれば，この調査官との出会いというのは，少年にとって，ものすごく大切な人間

的な出会いをして，そしてケアをしてもらえる，そういう期間だと思うんですね。

その面接に調査官が関わることによって，本人の気持ちを聞き出してあげられるよ

うな，あるいは気持ちが解放できるような，そういう出会いを重ねるということこ

そが，少年にとってはすごく重要なタイミングかなというふうな気がするんですよ

ね。 

 ですから，その事件の事実とか，どのような審判をするのがよいかのための情報

集め，あるいはアセスをするというだけじゃなくて，その期間を治療や教育に活用

しようという意識が重要なのかなというふうに思うんですね。その期間に少年が，

そういう人との出会いの意味をどれくらい自分のものにできる子かということこそ

が，その後の審判の在り方も決めると思いますし，審判後のその少年の成長とか社

会人としての生き方を予測させてくれるものにもなってくると思うので，それは審

判にも有効に生かせるんじゃないかなと思いますね。三，四か月というと，そうい

う治療的というか教育的というか，そのような視点を持てる，例えば臨床相談にガ

イドさんが来て治療が終結するという場合もあるくらいの時間ですから，そういう

視点も大事だなというふうに感じます。 

 

○Ｃ（２） 

 今の点は重要なところなんですけれども，調査官が果たして治療なりケアなり，
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そういうことをやる職業なのかなということですが，僕は違うと思っているんです

よ。三，四か月でできるわけがないと思っているし，だから間違いがないように事

実を調査して裁判官に告げて，それで判断してもらうのが仕事だろうというふうに

感じているんですが，その辺はどうなんですかね。 

 

□ 

 難しいところではあるのですが，ただ試験観察そのものは単に約束が守れたとか，

定められた期間が平穏に経過するとかいうことではなくて，いろいろ課題を与えた

りする中で，昔から言われてきているところですけれども，いろんな試薬を投ずる

形でそれを試してみて，どういうふうな反応があるかといったような，動的なかか

わりを持つものであるというふうに言われていまして，その結果として治療的なこ

とが生じるということはあるのかなと思っているところです。ただ，目的として治

療的なかかわりをするために試験観察をするというところは，ちょっと制度が予定

しているところではないのかなというふうに思っているところでございます。 

 

○Ｅ（１） 

 治療的なかかわりをするという点ですが，調査官という名前が示すように治療者

ではないですから，やはり正しい，その子にとってあるべき審判が出るようにする

ための情報を十分に集めて提供できる役割だと思うんですね。その中に，瞬間をカ

メラで撮るようなもので，子供が判断できるというのではなくて，調査官という一

人の人間がかかわる，そのかかわりに対して，どう反応できる子なのか。かかわり

が深まると，それをどのように自分の持ち味に組み込んで自分を立て直していける

子なのかというような，そのようなこと自体があのデータだと思うんですね。よい

審判をするための大事なデータだと思いますので，それで結果的に治療的なものと，

人がかかわることによって人がどう変わっていくかというようなことですので，か

かわることによって悪くしてみるということはまずないわけで，かかわることによ
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って，人間としてのよい底力をどう出せるかということを見るという意味において，

結果的に治療的なものにもなるのではないかなというふうに思っています。 

 

○Ｃ（２） 

 私が考えたのはそのとおりなんですよ。だから処遇がはっきり決められない段階

で，試験観察を例外的にやるんですよ。ですから３か月だったら３か月，その様子

を見るわけですよね。その子がこれから立ち直れるかどうか，それは恐らく調査官

とか裁判官が見て，それで決定を出すんですよ。だからそれはそれで重要なことな

んです。ただそれはあくまでも治療のためかというと，ちょっと違うんじゃないか

なという，そういう意味です。 

 

○Ｄ（２） 

 質問なんですけど，今，Ｅ委員さんが言われたようなことは大事なポイントだと

は思うんですけど，調査官の多忙感はどうなんですかね。３か月や４か月の間に面

接ってどれくらいできるのか，どこでできるのか，１回どれくらいなのか，やっぱ

り全国で１６００人しかいないんですよ。ですから，そこをここできちんと話をし

て，結論的には調査官増員というところに私は持っていきたいと思っております。

多忙感を語っていただきたいんです。 

 

□ 

 ありがとうございます。そうですね，やはりなかなか必要なケースでするという

ことにならざるを得ないかなと思っています。先ほど御説明させていただいたよう

に，いたずらに観察期間を持つというのは，子供にとってマイナス面もありますの

で，必要だと考えられるケースについて裁判官の了解を得た上で，裁判官の判断で

試験観察をします。実際，試験観察期間にどんな活動をしているかという点ですが，

やはり，その少年には家での生活を立て直してもらうということも一つ大事な目的
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にはなってきます。仕事をしている少年であれば仕事を軌道に乗せる，学童であれ

ば家庭での生活を軌道に乗せるというところがありますので，そことのバランスを

取りながら，面接時間を確保するということをしております。ですので，典型的な

例ではないかもしれませんけども，例えば初期には，こまめに面接を重ねて軌道修

正し，軌道に乗せるための方向付けをする，あるいは課題をまめに確認して，でき

ているかどうかを電話で聞いたり，指導したりしていく，ただそこが軌道に乗って

くると。 

 

○Ｄ（２） 

 こまめってどれくらいの頻度ですか。週一とか，２週間に１回とか。 

 

□ 

 それぐらいですね，週一ぐらいです。 

 

○Ｄ（２） 

 週一って，すごいですよね。結構，頻度高いですよね。大変ですよね。 

 

□ 

 そうですね，学校生活や仕事の中で時間を作ってもらうという，しかも午前９時

から午後５時までの間で時間を作ってもらうということになると，大体それぐらい

になるかなと思います。 

 

○Ｄ（２） 

 最高でも週一。 

 

□ 
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 はい。その後は，やはり終局後を見据えてということになりますので，この子が

調査官の手を離れても大丈夫なのかどうかという点も見極める必要がありますので，

少し間隔を置いて面接を重ねるということになるかと思います。２週間に一，二回

になるかとは思います。 

 

○Ｄ（２） 

 全ての試験観察のケースで，そんなに頻度高くできていますか。 

 

□ 

 私の周辺のケースしか把握していないですけれども，そのようにメリハリをつけ

て，工夫してやっているかなとは思います。 

 

○Ｃ（２） 

 試験観察ってどのくらいあるんですかね。少ないんじゃないかと思うんですけど。 

 

○Ｄ（２） 

 ケース数が一時よりは減っていますよね。 

 

□ 

 少ないですよね。そんなには多くはないです。今１人１件あるかないかですよね。 

 

○Ｄ（２） 

 少年係の調査官，何人おられるんですか。 

 

□ 

 ７人おります。 
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○Ｄ（２） 

 ７人おられて，大体７件ぐらいか。 

 

○Ｂ（１） 

 全体の中の何パーセントぐらいが，そういう濃厚な関与をするものなんですか。 

 

□ 

 試験観察率ですか。１％を切っていると思います。全体の数からいうとですね。 

 

○Ｄ（２） 

 もう一回話を戻しますけど，多忙感はないんですか。やっぱりお願いしても，な

かなか都合が付かないから行けていないとか，できてないっていうことが多いとか。

それはでも，さぼってらっしゃるんじゃないと思うんで，ちょっとお聞きしている

んです。 

 

○Ｆ（３） 

 例えば少年だと常時何件ぐらい案件を持たれているのですか。 

 

□ 

 ここ数年で，だいぶ減ってきております。少年事件の減少によって，ここのとこ

ろはだいぶ減ってきておりまして，今，月に新受事件の数としましては，十五，六

件となっております。 

 

○Ｂ（１） 

 １人が。常時それぐらいは抱えていると。 
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○Ａ（１） 

 調査官の一般的なイメージが知りたいと言われたら，テレビなんかのイメージで

は，頭の堅い裁判官がいて，人情のある調査官がいて，調査官が一生懸命言うんだ

けど，なかなか負けてくれないみたいな，何かそういうテレビのイメージがあるん

ですけど。現実的には調査官の言うことはやっぱり，それだけの力を持っていて，

そのデータを中心に裁判官は判断されることが普通なのかどうかという，そういう

一般的なことを聞きたいです。 

 

○Ｃ（２） 

 そのとおりじゃないですかね。調査官が最初から最後まで，裁判の結論が出るま

での調査は全部されるわけですよ。それを基に裁判官は判断されているというのが

現実だと思っています。弁護士の立場としては。 

 

○Ａ（１） 

 やっぱり，そういうすごい仕事ですよというイメージ。 

 

○Ｃ（２） 

 大変だと思いますよ。調査官の仕事というのは。 

 

◎ 

 裁判官と調査官がよく協議をして，今日みたいにいろいろ議論をした上で，少年

にとって何が良いのかということをみんなで考えていく。それは，どの裁判官もや

っていると思うんです。 

 

○Ｃ（２） 
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 そうですね，随時，裁判官と相談しながらやられていますよね。 

 

○Ｇ（１） 

 客観性というのをさっきおっしゃいましたけど，アセスメントをするときに，い

つも担当している調査官以外の調査官とも，ケース会議を随時なさったりするんで

すか。 

 

□ 

 調査官というのは，組という単位で動いておりまして，主任調査官はリーダー役

として，大体三，四人ぐらいのチームで動いています。その中で，必要なケースは

共同調査という形で一緒に担当したりもしますし，それ以外のケースでも主任の方

がサポートしながら，その組の中でケースも検討して，担当調査官が裁判官に報告

することになるんですが，そこに，こういう切り口もあってもいいんじゃないかと

か，こういう見方もあるんじゃないのかとか，そういったカンファレンスをしなが

ら，調査を進めております。それは，ケースの関与が終わったところではなくて，

随時かかわりをする段階であるとか，かかわりの途中の段階で，ポイントになる時

期に逐次，ケースのカンファレンスをしているという形になります。そこで，１人

だけでは見えない視点を入れると，客観性を向上するというふうに思っております。 

 

○Ｇ（１） 

 関係機関との連携というところで，いろんな機関と連携をしているわけですけれ

ども，家裁調査官がそれぞれのところに調査に行くというイメージに見えるんです

が，先ほどの少年院だったですか，そういう関係者が集まって協議するというよう

なものはあまりないということですか。 

 

□ 
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 関係者が集まって行う会議というのは，その特定のケースということになります

と，先ほど御説明した，申し上げたように少年院が招へいするようなケース検討会

というものが考えられるかなと思いますが，それ以外はちょっとやらないかと思い

ます。 

 

○Ｃ（２） 

 今のは処遇後の話ですよね。処遇までに，そういう一同に会してというのは，な

いですか。 

 

□ 

 処遇前は，まだ処遇が決まっていない段階ですので，そうですね，鑑別所ぐらい

かなとは思います。 

 

○Ｇ（１） 

 それぞれのところに調査に行かれると思ったらいいですね。連携機関とはいって

も，それぞれに調査に行かれる。 

 

□ 

 そうですね。処遇を決める段階で，裁判所がいろいろな機関から情報をいただい

てという形になっているんです。 

 

□ 

 このあたりは，裁判の中立性や独立性と，すごく密接にかかわっているところか

なと思っております。決定までのところで，いろんな機関がその少年のことについ

て話をするということは，ある意味，少年の方からすれば疑問が生じてくるような

こともあります。そういう意味で，連携には慎重になります。 
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○Ｄ（２） 

 質問ですけれども，関係機関との連携というところで，私は，弁護士として付添

人をしていることがあります。私たちは，調査官がどのような調査をされていて，

どんな御意向をお持ちかというのを非公式にですけれどもお聴きして，私としては

これがいいとか言いながらやりますし。技官さんにも会いに行ってどうですかねっ

て聞くんですが，もう今日の今日まで，技官さんは技官さんでやっていて，調査官

は調査官でやっておられると思っていたら，カンファレンスを持っていると今日言

われたんで，このカンファレンスというのは，どんなものなのでしょうか。私らが

事実上聞きに行って相談するような程度のものなのか，結構，公式なものなのでし

ょうか。考えてみたら当たり前なんですよね。お互いどんな感触ですかと相談し合

うのは。だいたい技官さんが一番厳しく，私らが一番甘く，調査官さんがその間と

いう感じなんですけど，カンファレンスってどんなものなんですか。堅いもんなん

ですか。 

 

□ 

 面接で得られた情報とか，調査官が持っている印象みたいなところと，実際に鑑

別所で生活している状況，そういうようなものがイメージとして一致しているのか

どうか，そのあたりの情報を交換する，また，鑑別所の技官とすれば，家庭の様子

であるとか，面会に来たときに話は聞かれることもあるかと思うんですけれども，

それだけではなくて，そういう情報は我々が持っているので，そのあたりのところ

のお話をさせてもらう，そういうことですね。 

 

○Ｄ（２） 

 まさに，事実の調査の中で間違いがないように，こうクロスチェック的な確認の

カンファレンスがあるという意味なんですか。分かりました，ありがとうございま
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す。 

 

○Ｅ（１） 

 さっきの調査官の多忙感の話ですが，私は岡山家裁で１０年ぐらい，少年事件の

ケース研究会を毎年引き受けているんですが，特に少年の場合は，もう少し会って

あげられたら，少年が調査官に対して，本当の姿をもうちょっと見せられるように

なるんじゃないかなというふうに思うことが多いですね。でも，やっぱりそのこと

を御提案するときに，忙しい，回数がなかなか重ねられないというような，そうい

う限界性が出てくることが多いような感じがします。だからやっぱり調査官って本

当に人数を増やさないといけないんだろうなと本当に思います。 

 

○Ｈ（１） 

 私，教員という立場なんですけど，ある意味，我々教員が子供たちをしっかり理

解して，目の前で起こっている行動や背景であるとか，その生育歴であるとか，縦

軸横軸を組み合わせながら理解しているところを，子供ですからいろんな問題を起

こしていく，その軽重によって，法に触れる者もおれば，教育の中で立ち直らせる

というのもあるんですが，調査官が似たような立ち位置で子供たちを見てくださっ

ているんだろうなというのは非常にありがたいなと思いました。 

 そういう意味で，特に問題を起こした子供たちの理解をして，その子の立ち直り

のために，どういう処遇をすべきか，処遇後のことも見据えてやっていただいてる

ということでいうと，少年院に送致されたり，きちんと処遇された者は，そういう

機関につながってくる。一方で，そうでない子たちもたくさんいると思うんですよ

ね，不処分であったりとか。そういう子たちの処遇に至るまでの，皆様方の調査の

結果であるとか，理解であるとかということを，しっかり連携して，お伝えいただ

くということも，していただいてるのかなと思いながら，より積極的にしていただ

くようなっていくと，教育の場で，もっと立ち直り，再犯の防止ということは，し
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っかりできていくのかなと思っています。 

 本当に重たいケースというのは，専門のところに委ねていって，もっと広い範囲

で勉強していかなければいけないと思うんですけど，教育の部分というのは，皆様

方のお仕事の後を引き継ぐ場としては，非常に大きな役割を担っているのではない

かなと思いつつ，こういう処分になったという結果は割と聞くんですけど，本来な

らばそれを教員がしっかりと見極めてやっておればと，もっと教員しっかりしろと

いうこともあるんですけれども，問題を起こした子供たちの理解について，よりそ

ういう情報を入れていただいて，その後のことをしっかり連携していくという意味

でも，もっとたくさんいていただけるというのは，教員もいいですし，先ほどこの

御提案があったこのお仕事をどう広めていくかということでいうときに，教育の中

で，仕事の理解をさせるこの職を選ぶような子供たちを育てていくという意味で考

えたときに，裁判官のお仕事ですとか弁護士さんのお仕事っていうのはキャリア教

育の中で割と扱っていると思うんですけど，この調査官のお仕事ってあまりテーマ

になっているとは聞いてない，ただ難しいですよね，お仕事の内容が。 

 

○Ｄ（２） 

 しかも，１６００人ですからね。 

 

○Ｈ（１） 

 お仕事の内容が特に，離婚調停や親権をどうするかだとかいう，まさに当事者の

子供がクラスの中にいるようなことが増えていくという中で，なかなかそういうこ

とを取り上げて，仕事紹介だとかはできないかもしれないけど，教員たちは，調査

官のお仕事というのは，非常に共感を持って話を聞くことができるのではないかな

と思うんです。そういう意味で，いきなり子供たちへの仕事紹介，仕事選択のキャ

リア教育に直接出向いていただいて，お仕事を紹介していただくようなことはちょ

っと難しいかもしれないんですけど，教員たちに，もっともっと皆さんの仕事の内
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容を理解していくように，教員の研修なんかにお力添えいただくだとか，こういう

ケースのときに，子供たちがこういう背景でこういう調査をして，こういうふうに

処遇決定しました，あるいはこういうことを願っていますということをお話いただ

くというのは，教員が皆さんのお仕事を理解して，教育にも役立ちますし，ひょっ

とすると教員の側から，そういう仕事の大切さ，重要さ，ある意味教員になる道に

つながっていくかもしれませんけども，子供を育み育てていくという観点でいくと，

そういうお仕事の話をしていただくというのは，仕事紹介の方向性，ターゲットと

してはあるのかなと思いました。またそういう意味では連携をとらせていただけれ

ばありがたいなと思います。 

 

◎ 

 Ｉ委員はその関係機関との連携ということに関して何か御意見ありませんか。 

 

○Ｉ（１） 

 児童相談所ということで，児童福祉司，児童心理司ということで御紹介をいただ

いて，その福祉援助の中で，調査官の方がやられていることと福祉司と心理司がや

っていることというのは，本当に重なっているなということは感じました。福祉司

がソーシャルワーク，保護者対応，子供とも対応しますけども，保護者を中心に，

家庭調査で，心理司が子供自身の把握というか，そういうような形で，ソーシャル

ワークの中では，こういう役割分担をしているんですけども，調査官の方は，最初

に御紹介があったように，いろんな専門分野をベースに，２年間の養成課程はある

にしても，すごいマルチにというか能力を求められて，先ほど定められた期間の中

でアセスメントをしていって，直に接するのは調査官だけなので，ケースカンファ

レンスで，そのスーパーバイザーを受けられるにしても，そのベースのアセスメン

トのところは，かなりその調査官の方の能力によるところが大きいという意味で，

すごい専門性が求められるなというのは改めて感じていて，その上に子供との関係
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とかいう形が求められてくると，本当にこの人数では応対できないというか，この

人数分をまたそういうマルチな専門職を養成していくというのも，今も御苦労が多

いのかなと思ったりしました。 

 

○Ｆ（３） 

 調査官になるのに，年齢的な資格制限はあるんですか。 

 

□ 

 受験資格が２９歳までという年齢制限はございます。 

 

○Ｆ（３） 

 いわゆる中途採用の調査官というのもそれなりにはいるんでしょうか。 

 

□ 

 そうですね。多くはないですけれども，ほかの職を経験して調査官を受験してと

いう方は，ちらほらいらっしゃいます。 

 

○Ｆ（３） 

 その人材確保の点で，中途採用に道を開くのはどうなのかなとちょっと思ったん

ですけど。例えば公務員だと，近接する領域で教員とかケースワーカーとか警察官

とかありますし，民間では社会福祉士とかあると思うんですよね。調査機関を持っ

ている国の組織というのはいっぱいありますし，捜査機関もそうですし，国税局も

労基もそうですけども，お聞きしていると，家裁調査官は本当に人間そのものを扱

っていくという仕事なんで，割とそれまでのバックボーンが生きる仕事なのではな

いかなと思いますので，むしろ社会経験を積んだ人のほうが，仕事を全うできるん

じゃないかなというふうに思いました。 
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○Ｅ（１） 

 年齢的にも，幅広い年齢の方がいてもいいというふうに思いますね。あらゆる職

域の方が入ってもいいんじゃないかなと思います。 

 

○Ｂ（１） 

 さっきからずっと話題になっていますが，何か，やっぱりせっかく調査したとき

の人間関係とかその得られた情報がどのぐらいその後に伝わるのかという，もちろ

ん判断にとっては非常に大事なんでしょうけど，何かすごくもったいない情報だな

という感じがあって。そこがやっぱり生かせるような意味では，例えば，今思いつ

いたんですけど，家裁調査官ではなくて，家裁支援調整官とかみたいな形で，ちょ

っとその後の調整，情報の流れが，その同じ人がやるのかどうかはよく分かりませ

んけど，何かそういう役割みたいなものがあると，何かもうちょっとスムーズに，

その大変な人なんかへのハブのような形で，支援なんかが生きてくるのかなとか思

いました。本当にいい働きをされているなと思うんですけど，少しそういうマルチ

なのが，決定だけで終わるのも，ちょっともったいないなという感じはしました。

中立性の問題とか，いろいろあるのかもしれませんが。 

 

○Ｃ（２） 

 調査した結果なんか見られるんですけど，ほとんどね。 

 

○Ｂ（１） 

 そのあたりは，どうしても落差とかどうなのかなと，大変気になっちゃうんで。 

 

○Ｃ（２） 

 見えない状態で決定が出るわけじゃないんです。大体分かるんですよね。 
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○Ｂ（１） 

 例えば，学校の方とかが。 

 

○Ｈ（１） 

 取りに行くというところまで，なかなか学校としてはできていない，もう処分の

結果はもちろん，処分の結果はもちろん情報として入ってきますね。当然，学校に

帰ってくるのか，席が移るのかといったことも当然ありますし，親権の問題なんか

は直結しますよね。在籍校はそのままなのか，母親とともに，親権者とともに，ど

こかに転居するのか，だったら転校の手続をとらないといけない，処遇後の事務的

な部分での情報は入ってくるんですけれども，もしその子が継続的にその該当校に

ずっと在籍して，高校であり中学であり卒業するまでいるとなれば，本来ならば学

校の教員がこのような視点を持って生徒の理解をしていかなきゃいけないと思うん

ですけど，その視点と，問題を起こしたことによって調査官さんが調査をされた背

景と組み合わせていけば，よりこう再犯率であるだとか，立ち直りについても，説

得力を持って子供にも指導でき，保護者とも連携できるのかなという思いは持って

います。それも積極的に我々が，おっしゃるように，取りに行く情報はたくさんあ

るんだと思うんですけど，どこに取りに行ったらいいのか分からない。 

 

○Ｂ（１） 

 司法の領域に情報が限られちゃっているんじゃないかという気がするんですが，

それがもうちょっと学校とかにうまく流せればいいのかなと思うんですけど。これ

は別に司法と学校だけの問題ではないんですが。 

 

○Ｉ（１） 

 少ない例ですけど，家庭裁判所から児童相談所へ送致とかしていただいた場合に
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は，子供さんについて，経過を本当にすごく丁寧に評価された分厚い資料が原本で

送致という形で来て，それを基に支援していくんですが，もちろん，情報がどんど

ん広がっていくというのは，難しい問題があると思いますが，そういう情報という

のは，その子供，家庭に対する支援の上で貴重なものなので，それを限定的にでも

関係機関が活用する方法がないかということについては，考える余地があるのかな

と思ったりします。 

 

◎ 

 少年事件の特殊性というところも考えなければいけないのかなというところはあ

りますね。関係機関とそういう情報の共有とかあるのかもしれませんが，あまりこ

う広げると，少年のプライバシーの問題もございますので，なかなかそういう難し

い部分も，他方においてはあるのかなという気もしますけれども。 

 

○Ｃ（２） 

 私は被害者の支援組織の代表をしていますが，被害者のことについて，特に少年

事件の中で，万引きはあまり関係ないと思います。簡単な傷害事件はあまり関係な

い。重大な殺人事件とか，重傷事件，あるいは一番はやっぱり性被害だろうと思う

んですよ。この性被害について加害者の非行少年，非常に多いんですけれども，非

行少年だけから調査すると，もちろん被害者も調査されると思うけれども，あまり

被害者から聞いていただいているのかどうか分からないなという。特に意見陳述の

機会は確かにありますけれども，それは言う人はほとんどいないんじゃないかと。 

 そういう機会があるということを知らない人が多いし，それは与えていただかな

いと，言っていただかないとまずやらないだろうと。これを調査官に言う場合もあ

るし，裁判官に言う，書面を出す場合も，三通りあるとは思うんですけど，そうい

う機会がはっきりあるということを被害者にも言っていただかないと，特に性被害

の場合は精神的なダメージが非常に多いですよ，長期間続くという点から考えると
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ね。そこで意見を言うということが，被害の回復にもつながるんですよ。この辺は，

裁判所もあまり理解されていないんで，ただ非行少年のためにやればいいという，

確かに制度はそうかも分からないけど，そこはやっぱりはっきり言って，機会を与

えていただいて，それで言ったということだけの満足感というのは多いんで，その

辺を何とか工夫していただいたらと思っているんですけどね。 

 

◎ 

 Ｊ委員は，何か，先ほどの裁判所からお聞きしたいことということで，何かいい

アイデアや御意見等ございませんでしょうか。 

 

○Ｊ（１） 

 アイデアというのはほとんど持ち合わせていないんですが，認知度とか人材確保

の話で言いますれば，最初に御説明があったように，確かに私も話を聞くまでは，

社会福祉であったりとか，法律であったりとか，あるいは心理学，そういった専攻

をしている人が調査官の道に進んでいくんだろうなという印象を持っていたんです

が，非常にそういう面で間口が広いというところは特徴としてあるんじゃないかと

思うんです。だからそこは非常に調査官の入口としては，いろんなジャンルの方が

こうやって働いてるんですよというのをアピールするのは，一つの術なんかじゃな

いかなというのは感じました。 

 ただそうは言いながらも，一方で大変な使命感を持ってやらないと務まらない仕

事でもありますので，間口だけを勝手に広げても，いい人材が集まるかどうかは，

ちょっと分からないんですが，本当に間口の広さとともに，そうは言いながらこう

いった大変な仕事ですというのも同時に訴えていき，かつやっぱり今の若い子なん

かは，うちに入ってくる若い記者なんかでも同様ですけれども，なかなかやりがい

とかだけで仕事をやっていくような時代ではなくなってるなと常日頃感じています

ので，そういう面では，本当にあけすけな話ですけど，待遇面であったりとか，そ
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ういうことも事あるごとに機会があれば話をしながら，こういう仕事です，こうい

う待遇です，でもいろんな人がやっていますということを合わせてどんどん外に出

していくと，志望者がまた増えていくのかなと。先ほどＦ委員もおっしゃられたよ

うに中途採用なんかも非常にいい手だなと，個人的には思いました。 

 

○Ｅ（１） 

 学生さんに，家裁調査官は本当にいい仕事だから受験しなさいと毎年勧めるんで

すが，やっぱり合格枠が非常に狭いですから，その割には試験勉強しっかりしない

といけないので，試験勉強にこんな時間かけても受かるか受からないか分からない

ですし，私やめますと言います，学生は。ですから，本当に良い人材も定員枠があ

まりにも少なくって，他に逃げている，そういうリスクを負わないというふうな傾

向があるかと思うんですね。本当にもう少し定員の枠を広げたほうが，かえってい

い人材が集まってくるかもしれないかなという気がします。 

 

○Ｃ（２） 

 減っているんですか。以前と比べたら，調査官の数。 

 

□ 

調査官の数は減ってはおりません。 

 

○Ｃ（２） 

 減ってはいないんですか。事件は減っている。 

 

□ 

 少年事件は減っています。家事は増えております。 
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○Ｅ（１） 

 受験者は減っているんですよね。 

 

□ 

 受験者は減っております。 

 

○Ｄ（２） 

 話が少年から家事に移りますけど，家事事件の代理人とかしていると，やはり調

査官に入ってほしいなというケースが非常に増えているので，需要はあると思って

いるんです。なので，やはり，ここではそれこそ家庭に平和をもたらすために調査

官の増加が必要と思います。 

 

○Ｂ（１） 

 待遇と関係するんですけど，異動は全国ということになりますか。 

 

□ 

 基本的には全国です。 

 

○Ｂ（１） 

 例えば，今いろんなところに異動する，遠いところに行かされるのが嫌だから，

県に受かっても市に逃げるという方がいるんです。そういう意味では県ごとに採用

枠を作るとかというのはどうなのかなと思って。それから，例えば県に残るんだっ

たら，何か優遇でちょっとお金を出しましょうとか，何かそういうふうなのがあっ

てもいいのかなと思ったりもしました。 

 

○Ｊ（１） 
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 今，本当に民間でも同じようなことがありまして，転勤をやっぱり敬遠するとい

う嫌いがありますよね。ですから，会社によっては本当に二重の採用，仕組みでも

転勤をしない採用の枠と，転勤ありだけどもそのかわり待遇はいいですという枠を

設けての採用，そういうのも必要なんだろなという気がしますね。 

 

○Ｇ（１） 

 調査員さんの男女比率はどのくらいなんですか。 

 

□ 

 新採用は４分の３近くが女性になっております。 

 

○Ｇ（１） 

 じゃあ，なおさら，転勤があると，やはり敬遠されかねないですね。 

 

□ 

 はい，大都市圏の出身者にこれが集中しておりまして，東京首都圏それから京阪

神圏がほとんど，そのバランスの悪さというのが一番のネックですかね。 

 

○Ｅ（１） 

 わずかに受験した学生が，３０万円ぐらいの通信教育の予備校に入って勉強して，

でも落ちたっていう。それぐらい結構本気で勉強しないと合格しませんから。 

 

○Ａ（１） 

 そういうのもあるし，転勤はある，合格率は低いとなると，本当に何かメリット

がないと。 

 じゃあ，調査官になった人たちは何でなったんですか，私はこういう思いでなり



30 

ましたということしか，逆にアピールしてこないかなと思うんですけど。使命感だ

とか何かあるんですか。 

 

□ 

 私自身は，やはり仕事内容に一番関心があったので，先ほどのＥ委員のお話にも

関係しますけれども，変わってもらえる可能性があるという仕事にすごく魅力を感

じて受験しました。そのときは転勤があることは分かっていたんですけど，その魅

力の方が勝ったかなという感じではあります。最近の方がなぜ受けているのか，ま

た聞いてみたいと思います。 

 

□ 

私が，研修所で教官をしていたときの感覚だと，やはり人の役に立ちたいという，

純粋にそういう動機で受けられる方はかなり多いですが，ただし裁判所の仕事と福

祉の仕事とかを明確にこう切り分けているかというと，どちらかというと，福祉的

なかかわりを志望されている方が相当いらっしゃって，首席調査官がおっしゃった

ように，裁判所の中立的な立場で裁判官の判断の役に立つというあたりについては，

研修所で学んでいるうちに身に付いているというところではないかなと思うんです

が，いかがでしょうか。 

 

□ 

 志望動機としては，人とかかわる仕事で人の役に立つ仕事と大きく捉えていらっ

しゃる方がいるのかなと思います。先ほど御説明したようなバックボーンに基づい

て，やはり心理学であったりとか，教育学であったり，そういった分野の方であれ

ば，特に子供とかかわってというところが先生方に共通しているのかなと思うんで

すけど，その中で一つ魅力を持っていただいた仕事なのかなというふうに思います。

法律のバックボーンの方とはちょっと違って，やっぱり裁判の仕組みというのは学
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校で習った程度しか理解しておりませんので，そこは研修所に入ってから身に付け

ていくものだなというふうに思っております。先ほどおっしゃっていただいた間口

の広さというところも非常に参考になる御意見だなと思っておりまして，やはり人

間的な魅力というのも，一つはかかわりには大事なところになるのかなと思います。

人間的な広がりとか，そういったものも生かせる仕事だということは，アピールの

ポイントとして言っていくのかなというふうに思いました。ありがとうございます。 

 

○Ａ（１） 

 いい仕事ですよね。それを，どうアピールできるかと。教育学部の生徒さんとか，

そういう方が多い。 

 

□ 

 心理学，法律学は，まあまあ多くはいるんですけれども，教育学部出身の方もい

らっしゃいます。 

 

○Ｂ（１） 

 育成とはまた違うんですけれど，先ほどケースによっては，その後のフォローと

して面会もされるというふうな話でしたけれど，これはあくまでも，今時間も空い

ているし，気になるから行こうということで，制度的なものではないんだけど，ち

ょっと行ってみるというような感じで行かれているんですかね。そのフォローアッ

プとか，モニターができる，その判断が正しかったのかどうかということが，ある

程度そのチェックできるのかとかですね。 

 

□ 

 それは，法律で同行視察という制度がありまして，その枠の中で，おっしゃられ

たように，やはりこの少年の審判の後の処遇が気になるというケースについて，特
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に行かせていただいているということになります。 

 

○Ｂ（１） 

 それは，数的にはどのくらいあるんですかね。 

 

□ 

 そうですね，やはり調査官の稼働数にもよってくるんですけども，個人的には，

やはり少年院に入った少年で，その後の経過が気になるというときには，なるべく

その少年には会いにいくようにしております。 

 

○Ｂ（１） 

 これはアピールとも関係するんですけど，そういう機会をなるべく増やして，例

えば先ほどの学校のケースとかでも，そういうところにもなるべく，その後どうで

すかみたいな連絡をまめに取るとか，可能な範囲で。そういうのを増やすと，何か

いろんな機関とのつながりとかが分かってきますし，他の学校なんかもこんなこと

やってるんだというようなことが割と分かりやすくなるんで，そういう意味では周

知を図るという点でも，意味があるのかなという感じはしました。人数との関係が

ありますので，どのくらいやればいいかというのはありますが，なるべくそういう

ことで気にかけてくれるんだなと思って，学校の方もそこで情報を得られますし，

いろんなやりとりもやりやすくなるのかなというふうに思います。 

 

○Ｅ（１） 

 スクールカウンセラーと，学校がつながっている件ですが，私も中学校のスクー

ルカウンセラーをしているんですけれども，事件を起こした少年は，なるべく早い

こと，例えば不処分になったりしたら，学校には，そっとしておいて，あとは穏便

に静かにしておいてくれと親も思ったり，本人も思ったりすると思うんですね。そ
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れで，家裁から，この子は不処分になりましたから学校よろしくというふうに伝え

たりとするということは，その中立性の問題とか個人情報の問題があって難しいと

思うんですが，本人に，これからスクールカウンセラーの先生とかに相談したらい

いよとか，もう家裁とは離れてさようならするけども，スクールカウンセラーの方

にも相談したらいいときもあるよというような情報の流し方というか，本人にその

ようなことを勧めてあげるというのもヒットする場合もあるかと思うので，そのよ

うな勧め方もしてくださってもいいのかなという気もします。 

 

○Ｈ（１） 

 学校と警察との間では協定を結んでいまして，学校ケース連絡制度もありますの

で，逮捕案件とかの場合は特に協定を結んでいて，それ以外の犯罪に至らない行為

でも，情報連携しなければいけないというような相互にやりとりするという協定を

結んでいて，報道発表される，されないような情報，個人情報なので，本当は以前

だと入って来なかったような，そういった子供たちの情報というのは割と教育もつ

かんで対応しています。どちらかというと，保護者の方が，それこそ性犯罪であっ

たりとか，報道発表されなかったような事案に関していうと，あったことは分かっ

ているんだけれど，保護者もしくは当人から申出がない限り，学校がつかめないま

ま，学校としての処分や教育ができないままということは往々にしてあります。 

 そこを何とかしなきゃいけないということで，協定を結んで情報連携を進めてい

るということがあるのですが，そういう意味でも，司法のサイドともひょっとする

と，そういう協定的なものを結んで，情報連携やお互いの守備範囲内で必要な情報

はやりとりしていけるような仕組みというのも今後必要になってくるのかなという

思いはありますし，そういう時代になってくれば，よりありがたいなと思います。

今は割と，特に警察サイドからの情報はいただけるようになっていますし。進めて

いけたらなという思いはあります。 

 家事事件についても，教育では非常に大きな課題だと思っていますので，家庭の
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問題が子供たちに大きな影響を与えていると思いますので，そういう意味でも積極

的に連携し，たくさんの方がかかわっていくというのは必要だなと思います。そこ

に手が届かないから，なかなかうまくいかないケースが教育の中でもたくさんある

なと思っています。ただ，採用というと，教育の世界からこちらのルートにという

のも少ないと言われましたが，あるのであれば，教員には子供が好きで，子供にか

かわっていきたい，子供が好きだけではなくて，本当にしっかりと子供を育ててい

きたいという思いがある人に調査官を紹介するのもあるのかなと思いますので，教

育サイドへのアプローチというのは，教員養成系の学部でありますとか，教育心理

学をやっている子供たちというのは，教育も心理も両方学んでいますので，大学と

の連携を進めるといいのかなというふうに思います。それで，教員に有望な人材が

減っていくのは，それはそれでちょっと問題なんですけども，お互い切磋琢磨しな

がら，より良い人材をたくさん確保していけばいいのかなと思っています。 

 

◎ 

 よろしいでしょうか。そろそろ時間が参りましたので，このあたりで本日の意見

交換会は終了させていただきたいと思います。本日もまた，いつもどおり熱心な御

討議いただきまして，ありがとうございました。家裁としても参考になるところ大

であったというふうに思います。 

 

 


